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────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（大西 智君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから、洞爺湖町議会令和２年10月会議を開会します。 

  現在の出席議員は12名であります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

  ────────────────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名について 

○議長（大西 智君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員には、会議規則第120条の規定により、２番、大久保議員、３番、篠原議

員を指名いたします。 

  ───────────────────────────────────────── 

◎諸般の報告について 

○議長（大西 智君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  諸般の報告は、お手元に配付のとおりでありますので、これでご了承願います。 

  ここで、議会運営委員会の所管事務調査の報告を願います。 

  千葉委員長。 

○議会運営委員会委員長（千葉 薫君） それでは、ご報告を申し上げます。 

  所管事務調査報告書。 

  令和２年10月16日、洞爺湖町議会議長、大西智様。議会運営委員会委員長、千葉薫。 

  本委員会は、所管事務調査のため、次のとおり委員会を開催したので、その結果を報告し

ます。 

  記。 

  １、調査事項、洞爺湖町議会令和２年10月会議の運営について。 

  ２、調査日、令和２年10月13日火曜日。 

  ３、出席委員でございます。私のほかに、下道副委員長、越前谷委員、立野委員、五十嵐

委員です。 

  ４、委員外としまして、大西議長、板垣副議長に出席をいただきました。 

  ５、説明員でございます。遠藤副町長にお願いをしております。 

  ６、結果でございます。地方自治法第102条の２第７項の規定に基づく洞爺湖町議会令和

２年10月会議の開議請求に伴い本委員会を開催し、議会運営のための所要の協議を行い、そ

の結果は次のとおりであります。 

  会議期間について、10月16日、１日間。 

  審議日程につきましては、10月16日、本会議。 

  なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組として、次のことを決定いたしました。 
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  議場内では、議員、職員の全員がマスクを着用することとし、入室前に手のアルコール消

毒を行うこととする。 

  議会の傍聴は行わないこととする。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 以上で、諸般の報告を終わります。 

  会議の審議日数は、本日１日を予定しておりますので、議事運営にご協力をお願いいたし

ます。 

  ───────────────────────────────────────── 

◎行政報告について 

○議長（大西 智君） 日程第３、行政報告を行います。 

  町長並びに教育長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。 

  初めに、町長の行政報告を許します。 

真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 令和２年10月会議に、町の行政報告を申し上げます。 

一つ目に、寄附についてでございます。 

  前会議から本会議までの間、次の方々より寄附の申し出があり、ご厚志に沿うようありが

たく受納いたしました。 

  （１）として、金員の寄附でございまして、ふるさと納税寄附金として、個人で今回は

267件、累計で1,444件でございます。金額でございますが、今回452万9,000円でございまし

て、累計で2,558万円でございます。 

  （２）として、物品の寄附でございます。苫小牧市表町１丁目１番11号、株式会社Ｉ・Ｔ

ＥＣソリューションズ、代表取締役社長住岡弘氏でございます。図書管理システムとして３

台、町内の各種小学校用としてでございまして、学校図書156冊でございます。 

  ２番目といたしまして、ふるさと洞爺湖町応援団洞爺湖満喫ツアーの実施についてでござ

います。 

  ふるさと納税を通じた寄附だけの関係で終わらず、町の魅力の発信や地域の取組への協力

など継続した関係を構築し、それらを活用したまちづくりを進めるため、ふるさと洞爺湖町

応援団を設置しておりますが、このたび地方創生臨時交付金を活用し、応援団員を対象とす

る「洞爺湖満喫ツアー」を10月２日から４日の日程で実施いたしました。 

  本ツアーには、全国から17名が参加し、カヌーや吹きガラス体験のほか、財田自然観察道

でのＰＲ動画を活用したジオパークの解説、火山マイスターによる噴火遺構のガイド体験な

ど、本町の地域性を生かしたメニューを体験していただきました。 

  参加者からは、「新たな洞爺湖町の魅力を知ることができた」との声が寄せられており、

既に多くの参加者がＳＮＳを活用して情報を発信しています。 

  今後も、ふるさと応援団を活用したＰＲ事業を進めてまいりますので、議員各位のご理解、

ご協力をお願いいたします。 
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  ３番目に、各種事務事業の取組状況についてでございます。 

  前会議から本会議までの各種事務事業の取組状況について、次のとおり報告をいたします。

なお、朗読については省略をさせていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 以上で、町長の行政報告を終わります。 

次に、教育長の行政報告を許します。 

皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） それでは、教育委員会の行政報告を申し上げます。 

一つ目に、寄附についてでございます。 

  前会議から本会議までの間、次の方々より寄附の申し出があり、ご厚志に沿うようありが

たく受納いたしました。 

  初めに、（１）金員の寄附として、洞爺湖町スポーツ振興基金へ、洞爺湖町スポーツクラ

ブ会長青木佐智子氏、金額は３万7,367円でございます。 

  次に、（２）文化財関係図書等の寄附として、故佐藤忠氏所蔵品で、虻田郷土資料館へと

して、洞爺湖町高砂町84番地32、長沼麻紀子氏、図書29冊、地図・絵葉書等５点でございま

す。 

  次に、（３）図書の寄附として、洞爺総合センター図書室へ、洞爺湖町入江55番地、齊藤

敬子氏、図書８冊でございます。 

  次に、（４）郷土資料の寄附として、洞爺郷土資料室へ、洞爺湖町洞爺町73番地６、佐長

邦愛氏より、電信和文タイプライター１台、電気式蓄音機１台でございます。 

  次に、（５）食材の寄附として、洞爺湖町学校給食センターへ、洞爺湖町入江84番地２、

企業組合あぷた、代表理事福島浩二氏、かぼちゃペースト22.5キログラムでございます。 

  二つ目に、縄文遺跡群世界遺産現地調査の実施についてであります。 

  世界文化遺産に推薦されている「北海道・北東北の縄文遺跡群」について、ユネスコの諮

問機関である国際記念物遺跡会議（ＩＣＯＭＯＳ）による現地調査が９月４日から９月15日

までの期間で実施されましたので報告をいたします。 

  このたびの調査では、文化庁をはじめとする関係機関、専門家からのアドバイスを踏まえ

て対応を行い、調査員に一定の理解を得たものと考えております。 

  今後の予定につきましては、令和３年５月頃に現地調査に係る勧告が出され、さらに同年

７月頃に行われるユネスコ世界遺産委員会で登録の可否が決定する見込みとなっていますが、

新型コロナウイルスの影響で、日程は不透明なものとなっています。   

  今後とも、関係自治体との連携を図り、文化庁や専門家委員会の指導、助言を得ながら、

世界遺産登録実現に向けて取り組んでまいりますので、ご支援とご協力を賜りますようよろ

しくお願いをいたします。 

裏面をご覧ください。 

三つ目に、公立高等学校配置計画の決定についてであります。 
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９月７日、北海道教育委員会は令和３年度から令和５年度に係る公立高等学校配置計画と、

令和６年度から令和９年度までの見通しを公表しました。 

胆振西学区に関しては、本年６月に公表された計画案からの変更はなく、令和５年度に室

蘭栄高等学校で１学級減となっております。 

また、令和６年度から令和９年度までの見通しとしては、中卒者が150人減少することが

見込まれることから、「４年間で３から４学級相当の調整が必要」、「中卒者数や欠員の状

況、学校・学科の配置状況を考慮し、室蘭市内において再編整備を含めた定員調整の検討が

必要」、「欠員が40人以上生じている学校について、学科の見直しや定員調整などについて

検討が必要」となっています。 

なお、虻田高等学校が含まれる地域連携特例校に関しては、「５月１日現在の第１学年の

在籍者数が20人未満となった場合は、所在市町村をはじめとした地域における高校の教育機

能の維持向上に向けた具体的取組とその効果を勘案した上で、再編整備を留保」としていま

す。この内容に沿い、１年生在籍者数16人の虻田高等学校について、令和５年度は再編整備

留保となっています。 

四つ目に、新型コロナウイルス感染症に関する対応等について（その８）であります。 

新型コロナウイルス感染症に関する対応等について、次のとおり報告をいたします。 

（１）洞爺湖町育英資金特別給付金の給付状況について。 

洞爺湖町育英資金特別給付金の給付状況について、次のとおり報告をいたします。 

給付決定件数、前回報告数が90件、今回報告数は７件、合計で97件でございます。なお、

在学の区分につきましては、大学が68件、短期大学８件、専修学校21件でございます。 

以上でございます。 

○議長（大西 智君） 以上で行政報告を終わります。 

  ────────────────────────────────────────── 

◎議案第28号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第４、議案第28号財産の取得について（音響・放送機器（洞爺湖

文化センター））を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  遠藤副町長。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案第28号でございます。財産の取得についてでございます。 

  次のとおり、財産を取得するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

  取得する財産でございますが、洞爺湖文化センターホールに設置の音響・放送機器となっ

てございます。 

数量につきましては、音響操作機器、スピーカー機器、マイク機器、それぞれ一式となっ

てございますが、これにつきましては別途説明させていただきます。 
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契約の方法、指名競争入札。 

取得額につきましては、1,375万円でございます。 

取得先は、洞爺湖町高砂町111番地２、有限会社スペース27、代表取締役、佐藤正記でご

ざいます。 

  議案説明資料の１ページ、２ページを見ていただきたいと思います。 

  数量及び仕様でございますが、別紙一覧ということで２ページに内訳がございます。２

ページをお開きください。 

  三つに分かれてございますが、大きく。音響操作機器でございます。デジタルミキサー等

７種10台となってございます。また、スピーカー機器につきましては、パワーアンプ、さら

にはサイドスピーカー等９種17台となってございます。それから、マイク機器につきまして

は、ワイヤレスチューナー、ワイヤレスマイクなど10種34台となっているところでございま

す。 

  １ページに戻っていただきまして、納入完納期限でございますが、本年の11月30日となっ

てございます。また、財源措置でございますが、アイヌ政策推進交付金事業、８割の補助を

活用させていただきます。また、この補助裏分につきましては、合併特例債を活用する予定

となってございます。 

  以上、ご提案申し上げます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。 

質疑はありますか。 

５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） おはようございます。それでは、ちょっと何点か確認を含めてお聞き

したいと思います。 

今回、文化センターホールの音響と放送機器について、単純に言えば入替えというよう

な表現なのかなと思うのですが、ちょっとまず最初に、今回は財産の取得という名目に

なっておりまして、例えば購入後の設置費用とか、あるいは機器の接続後の調整といいま

すか、そういった費用についてはこの中に含まれているのかどうかということです。 

 それから、もう一つは、今回の機器の購入というのは、これまでの機器のレベルという

のか、水準からいうと同一のものなのか、それとも何か新しい扱い方ができるような、そ

ういうものになっているのかどうか。そしてもう一つは、ここに指名競争入札と出ていま

すが、指名競争入札の参加業者や、あるいは予定価格に関する落札率などについて、参考

までにお聞かせいただきたいと思います。 

 最後に、取り外した機器の処分の方法について、まだ多分使える物もあるのではないか

と思うのですけれども、そういったものについては何か有効な処分方法を考えているのか

どうかということについてお聞きしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 田仁観光振興課長。 
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○観光振興課長（田仁孝志君） 財産の取得、文化センター音響・放送機器の取得でございま

す。 

  設置費用等に含まれているかというご質問でございますが、そちらにつきましては含まれ

ているものでございます。 

  機器の水準でございます。機能でございますけれども、現在ついている既存の機器と比較

しますと、性能的にはちょっと下回るというか、ランクが下のものでございます。また、そ

の理由でございますけれども、現在、ここ数年というか、文化センターで催しされているも

のというのがございますけれども、放送機器を取り扱う業者と確認した上で、現在行われて

いる催し、それから施設の構造などで充分対応できる機器ということで、今回の機器を選定

したものでございます。現在続いている機器というものは、非常にプロのライブでも使用で

きるぐらいの性能であるということをお聞きしておりますが、同等の機器を購入ということ

も検討はしたところでございますけれども、非常に高額になるということから、今回、放送

機器等の業者に確認しながら、適切な機器を選定させていただいたところでございます。 

  また、指名競争入札の参加業者でございます。こちらにつきましては、地元の業者、それ

から近隣の事業者、そして札幌圏を含めた中で業者を選定するということでございます。３

社による指名競争入札を行ったところでございますが、落札率につきましては、100％とい

うことでございました。この100％になった原因でございますけれども、受注者側としては、

当然高い落札率で受注を目指した中で、入札に臨むものと思われております。その中で偶然、

100％の落札になったのではないかと推察しているところでございます。 

  また、処分についてでございます。処分というか、この後の取り替えた後の処理について

でございます。現在、この取り替えた後の機器の使える物と使えない物に振り分けを行って

ございます。使える物につきましては、ほかの公共施設への流用が可能なのか不可能なのか

を調査していきたいと考えております。使えるもので、公共施設等での流用が不可能な物に

つきましては、値段をつけられるかどうかを確認した上で、値段をつけられるものであれば

公有財産の売却などを検討し、また値段がつけられないものであれば、さらなる有効活用も

検討しつつ、処分する方向で考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（大西 智君）５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 設置費用もこれに含まれているということですから、機器のそれぞれ

の価格について、これ全く書かれていないのです。それぞれの名前はありますけれども、そ

れについて幾らぐらいの価格なのかということがちょっと書いて、入札ですから、当然そう

いう入札参加事業者が把握はしているのでしょうけれども、分かりました。設置費用も含ま

れているということですね。 

  もう一つは、機器の変更が、性能は下がると。同等のものは高額で、高額になるために今

の施設で間に合う程度のランクに落としたということなのでしょうけれども、ちょっと機器

の中で気になっているのは、あれ、こんなこと今までやっていたのかなというのがあったの
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ですけれども、例えばｉＰａｄだったかな、による操作ができるようになっているのです。

アクセスポイントだとか。操作用タブレットですね。こういう物は、今まで文化センターで

使っていましたか。私は、ちょっと記憶がないのだけれども、こういった何か新たな操作を

できるような、そういったその物ももしかすると含まれているのかなと。そういうことがあ

りまして、ちょっと機器の入替えによって、どの程度の機能がこれに果たされていくのか。

スピーカーとかアンプとかの性能は下げているかもしれませんけれども、操作性の上では何

か改善されている面というのがあるのかなというふうにちょっと思ったものですからお聞き

するわけですけれども、その辺の詳しいこともちょっと教えていただきたいと思います。 

  それから、そもそも、どの機器を取り替えたほうがいいかということを、事前に町として

は見積もりを立てる予定価格を組む上で、どこかの事業者に見てもらったのかなと思うので

す。その事業者というのはどこだったのか、それも合わせて教えてください。 

○議長（大西 智君） 田仁観光振興課長。 

○観光振興課長（田仁孝志君） 新しい機能というところでございます。機能の向上という点

でございますけれども、今回購入する部分につきましては、ミキサーの中にイコライザーも

含まれているということで、デジタル化されてございます。そういったところで、ｉＰａｄ

を 使っての操作が可能になるとお聞きしているところでございます。 

  それから、どの機器を変えるべきかというようなことについてでございますけれども、放

送機器を専門とする業者、札幌にございますけれども、そちらのほうに確認をしながら決め

ていったところでございます。業者名は、札幌の東和Ｅ＆Ｃという会社でございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君）５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） この指名業者の中には、その音響機器メーカーの、メーカというより

販売業者ですね、東和も含まれているのですか。 

○議長（大西 智君） 田仁観光振興課長。 

○観光振興課長（田仁孝志君） 含まれてございます。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

討論はありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第28号財産の取得について（音響・放送機器（洞爺湖文化センター））を

採決します。 

お諮りいたします。 

本案は、原案のとおり決定することに異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第28号財産の取得について（音響・放送機器（洞爺湖文化センター））

は、原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第29号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第５、議案第29号令和２年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算

（第６号）についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案第29号令和２年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第６号）

でございます。 

  第１条で歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出それぞれ３億9,906万7,000円を追加

し、総額を歳入歳出それぞれ93億6,689万2,000円とするものでございます。 

  第２条で地方債の補正を定めてございますが、内容につきましては、事項別明細書の中で

ご説明いたします。 

  それでは、事項別明細書をお開きいただきたいと思います。 

  まず、４ページ、５ページでございます。 

  歳入になります。 

15款国庫支出金、２項国庫補助金、７目新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時補助

金でございます。１億5,646万7,000円の増額でございます。これにつきましては、第１次、

第２次で国が交付決定してございます。洞爺湖町には３億6,708万7,000円が決定となってご

ざいますが、今回、このうちの1,500万円を計上させていただきまして、観光ＰＲ事業等に

充当するものでございます。 

また、もう１点、歳出でご説明いたしますが、光ファイバーの整備に対する臨時交付金を

１億4,146万7,000円計上してございます。民設民営事業として事業を実施しますが、ＮＴＴ

に対する国庫補助金額の80％が交付されるというものでございます。 

  続きまして、22款１項町債、１総務債でございます。２億4,260万円の増額でございます。

高度無線環境整備推進事業、光ファイバー整備に対する町単独負担分について、過疎債を活

用するものでございます。 

  ６ページ、７ページでございます。 

歳出でございます。 

２款総務費、１項総務管理費、８目企画費、３億8,714万円の増額でございます。高度無

線環境整備推進事業負担金としまして、光ファイバー整備事業に対するＮＴＴが主体となっ

て実施しますが、これに対する町の負担額を計上するものでございます。 

  議案説明資料の３ページ、４ページをお開きいただきたいと思います。 
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  まず３ページでございますけれども、計画概要を記載してございます。事業内容としまし

ては、光ファイバーケーブル、変換装置、送受信装置等の光ファイバーの整備でございます。 

運用方式につきましては、民設民営の一部負担方式でございます。 

事業主体は、東日本電信電話株式会社、北海道南支店。 

  概要でございますが、対象エリアにつきましては、洞爺湖町全域となってございますが、

既に整備されている地域がございまして、未整備の居住エリアを今回整備するものでござい

ます。 

  次のページのＡ３の地図をちょっとお開きいただきたいと思います。 

外側の赤い線につきましては、これ字界でございます。中の赤い線が網羅されていると思

います。これにつきましては、既に光ファイバーが整備されているところでございます。今

回、整備を計画してございますのが、その中の青い線が幾つかあろうかと思います。この線

に沿った形で整備をしていくという状況でございます。実際の整備エリアにつきましては、

右側の下のほうに、各地区ごとに書いてございますが、花和地区、それから岩屋地区は全域

となりますが、そのほかにつきましては、整備されている部分もございますので、一部とい

う形で表記させていただいております。 

  資料の３ページに戻っていただきますが、完成時期につきましては、来年度末ということ

を見込んでございます。 

それから、費用及び財源でございますが、現時点では総事業費６億950万6,000円を見込ん

でございます。このうちＮＴＴ負担が２億2,236万6,000円。ＮＴＴにつきましては、整備費

に対する国庫補助で、３分の１でございますけれども、整備費が今のところ５億3,000万円

ほど見込まれております。その３分の１ということで、１億7,683万4,000円。下のほうに実

質負担という欄がございます。ＮＴＴ負担で4,553万2,000円がございますけれども、これに

つきましては、今後10年間のＮＴＴの回線収入見込みを計上したものでございます。 

右側が洞爺湖町の負担額でございます。３億8,714万円となってございます。この財源と

しましては、地方創生臨時交付金がございます。これにつきましては、国が第１次補正で１

兆円の新型コロナウイルス対策費を計上してございます。そのうち、7,000億円につきまし

ては、各自治体に配分されているところでございます。洞爺湖町には8,720万9,000円。その

7,000億円のほかの残りの3,000億円につきましては、国の補助事業の地方負担分に充てるこ

とになってございまして、今回、この光ファイバーの整備にも充てられるということでござ

います。この洞爺湖町の地方創生臨時交付金額１億4,146万7,000円でございますが、これは

先ほどＮＴＴに対する国の補助１億7,683万4,000円がございますが、これの８割が計算され

るものでございます。また、残りの町負担額につきましては、過疎対策事業債として２億

4,260万円となってございます。また、一部過疎対策事業債等の対象にならない部分につき

まして、307万3,000円を一般財源として負担するものでございます。 

  続きまして、事項別明細書のほうに戻っていただきまして、予備費でございます。13款予

備費、１項予備費、１目予備費、307万3,000円の減額でございます。 
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続きまして、14款１項新型コロナウイルス感染症対策費でございます。３目の経済対策

費、1,500万円を増額するものでございます。洞爺湖観光ＰＲ事業政策業務委託料として計

上させていただきます。観光需要の回復に向けまして、感染防止対策であったり、町の魅

力を発信したいと考えてございます。テレビコマーシャル等を活用しながら、誘客促進を

図るものでございます。内容的には、冬に向けてという部分と、それから来春以降に向け

てという形の２パターンを考えてございます。まず、冬に向けてでございますけれども、

新聞広告を11月末頃に予定してございます。冬に予定してございますイルミネーショント

ンネルであったり、また国の補助金を活用して実施します洞爺湖冬花火大会、12月上旬か

ら２月中旬等を予定してございますが、これらを紹介していきたいと思ってございます。

また、来春以降に向けては、テレビコマーシャル、ＳＮＳ、広告等を予定してございます。

これらにつきましては、基本的に広告代理店に委託ということで、これにつきましても、

しっかりとした入札制度に沿った形で実施していきたいと思ってございます。また、内容

につきましては、関係する事業者等としっかりと詰めていきたいと思っているところでご

ざいます。 

   以上、ご提案を申し上げます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  １番、越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 歳出のところで、今、副町長から説明ありましたが、款で新型コロ

ナウイルスの感染症対策費のところの、今回は補正1,500万円ということで、内容を伺って

おきたいと思います。これは今説明されておりますように、洞爺湖観光を躍進をさせるため

の冬花火等々の新聞広告であるとか、あるいはまた来春に向けて、テレビコマーシャル等々

でやはり洞爺湖観光を飛躍させるための対策費であるということは十分認識をしております

が、重要なことは、洞爺湖観光の需要の喚起を上げるための対策を考えていかなければなら

ないのではないか。やはり需要を高めるということは、この洞爺湖観光に来ても、その地域

が安心・安全であるという、そういった姿勢をこのコマーシャル等々で明らかにするべきで

はないのかなという気がするのです。今、副町長の説明からいくと、これは委託先は広告代

理店であるということを先ほど説明しておりますが、この広告代理店に丸投げにするのか、

それとも地元の観光資源等々を生かすための手法として、地元の声がどれだけこのコマー

シャル等々に反映をされるのか、その辺、伺っておきたいなと思います。こういうコマー

シャルする場合においては、先ほど申し上げましたが、安心・安全な観光地であるという、

そういうことをやはり強化をするべきだと。コマーシャルの中で強化をするべきと思います

が、どのような見解を持っているのかということであります。 

昨今、外国人観光客に、これ例でありますが、外国人観光客にアンケートを取った。アン

ケートを取った結果、どこの国に一番行きたいのかといったら、第１位は日本だそうであり
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ます。その日本で、その中でどの地域に行きたいのかということで外国人観光客にアンケー

トを取ったら、１番目は東京。２番目は何と北海道。これは48.1％に当たるということであ

ります。ただ、この外国人観光客の方々も大きな要求・要望というのは、乗り物であるとか

ホテル等々で感染防止対策をこのように強化を図っておるという、そういうメッセージがな

ければ遠ざかるということのようであります。したがって、そういったことを考えれば、今

回のコマーシャル等々含めて、新聞広告も含めて、そういった感染防止対策に対して、どの

ような対策を講じておるということを、このコマーシャルなどに載せるのか載せないのか。

ただ、観光資源だけをＰＲするのか。こういう、私は一番大事なのは、来ても安心・安全で

あるという、感染防止対策をこのように強化を図っているという洞爺湖観光を、やはりしっ

かりとメッセージを発信するべきだと思うのですが、その辺、どのような見解を持っている

か伺っておきたいなと思います。 

○議長（大西 智君） 田仁観光振興課長。 

○観光振興課長（田仁孝志君） ＣＭ、広告の関係でございます。 

  今、議員がおっしゃられたとおり、感染防止に対して洞爺湖町はどれだけ意識を持って

やっているかというところを、やはり６月19日に洞爺湖町と産業団体が連携しながら、「新

型コロナウイルス感染防止の洞爺湖町取組み宣言！」というものも宣言してございます。そ

うした中から、この洞爺湖地域というのは安心・安全な温泉観光地である、そういうことを

しっかりと宣伝しながら、感染防止に対する意識の高さというものを強調しながらＰＲをし

ていきたいと考えてございます。 

  また、広告代理店の委託ということでございますけれども、決して丸投げすることはなく、

地域観光関係者ときちんと協議をしながら、どのようなＰＲの仕方がいいのかということを

協議し、あとは、いかに魅力的なつくりをしていくかというところを広告代理店のほうにも

お願いをしながらＰＲをさせていただきたいと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございますか。 

５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） ちょっとこれ確認なのですけれども、光ファイバーの関係で、せっか

く図面出していただいているのだけれども、中島につながる赤いラインがあるのです。これ、

もしかすると、行政範囲を示すための線で、光ファイバーを敷設しているわけではないと思

うのですけれども、何かもうごちゃ混ぜになっているのです。ちょっとその辺、誤解のない

ように説明いただきたいということです。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） こちらの図面ですけれども、ちょっと紛らわしいのですけれども、

一番外側の線につきましては、こちらの行政エリアを示した線で、こちらにつきましては整

備済みの線ではなく、行政エリアの線となってございます。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございますか。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第29号令和２年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第６号）についてを

採決します。 

お諮りいたします。 

本案は、原案のとおり決定することに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第29号令和２年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第６号）については、

原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○議長（大西 智君） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

  明日から12月の定例日の前日までは休会となっておりますので、ご承知願います。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

 

（午前１０時４３分） 
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